
令和６年度群馬県聴覚障害者のためのコミュニケーション講座スタートコース 実施要項 

 

１ 目的 

聴覚障害者（中途失聴者・難聴者）が、意思疎通の手段の一つである手話技術等を習得する

ことによって、自らの障害を受容し、仲間との交流を進め、社会への参加が積極的に行える

よう支援し、もって聴覚障害者の福祉の増進に資することを目的とします。 

 

２ 主催 

群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ 

 

３ 受講対象者 

県内に居住する聴覚障害者とその家族で、手話を学んだことのない人、または手話技術が未

熟な人。 

 

４ 講座の内容  

手話での日常会話の初歩、また福祉制度や聴覚障害者の生活等について学びます。 

 

５ 受講定員 

１０名 

 ※定員を超えた場合には聴覚障害者の方を優先します。 

 

６ 受講料 

無料 

 

７ 講習日時 

令和６年７月２日（火）～９月２４日（火）午前１０時～１２時 

毎週火曜日 全１１回 

※８月６日、１３日（火）は除く 

 

８ 会場 

群馬県社会福祉総合センター（前橋市新前橋町１３－１２）  

 

９ 受講申し込み方法及び申込先 

往復ハガキに次の事項を記入して、下記宛に郵送してください。 

①住所  ②氏名（フリガナ） ③年齢 ④職業 ⑤FAX・メールアドレスまたは TEL 番号 

⑥聴覚障害の有無（無の場合は聴覚障害者との関係） 

 

 

 

 



  申込先  

〒371－0843 前橋市新前橋町１３－１２ 群馬県社会福祉総合センター３階 

群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ 

聴覚障害者のためのコミュニケーション講座 係 

 

10 申し込み締切 

６月１８日（火）必着 

 

11 その他 

１）受講の可否は、後日連絡します。 

２）スタートコース閉講後、レベルアップコース開催予定です。詳細は後日お知らせします。 

３）不明な点は、下記へお問い合わせください。 

 

問い合わせ先 

群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ 

〒371－0843 

前橋市新前橋町１３－１２ 群馬県社会福祉総合センター３階 

TEL ０２７－２５５－６６３３ 

FAX ０２７－２５５－６６３４ 

メール info@gunma-comipura.jp 

 

 


